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第 1章 プラン改訂の基本的な考え方                                                           

 

1 背景・趣旨 

わが国では、社会・経済のグローバル化や人口減少、少子高齢化などに対応するため、技能実習制

度の見直しによる実習期間の延長や対象職種の拡大、高度専門職の創設など、外国人受入の門戸拡

大を行ってきました。さらに、2019年(平成31年)4月 1日施行の「出入国管理及び難民認定法及

び法務省設置法の一部を改正する法律」(以下「入管法」という。)では、新たな在留資格として、人材

不足が深刻な業種で活躍する一定の技能と日本語能力を有する外国人に付与する「特定技能」が創

設され、介護や建設業などの 14分野において長期就労が可能となりました。また、同年 6月には外

国人への日本語教育の機会充実や日本語教育の質の向上などを目的とした「日本語教育の推進に関

する法律」が施行され、国内に居住する外国人が日常生活に必要な日本語を習得できるよう、国や自

治体が日本語教育の環境を整備することや、外国人を雇用する事業主が日本語学習の機会を提供す

るように努めることなどが定められています。 

また、近年、特定の国籍の外国人などを排斥し、差別を助長する趣旨のいわゆるヘイトスピーチが

社会的な関心を集め、2014年(平成 26年)7月には国連自由権規約委員会から、8月には国連人

種差別撤廃委員会から、ヘイトスピーチへの対応や規制について勧告がありました。このようななか、

2016年(平成28年)6月には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推

進に関する法律」(以下｢ヘイトスピーチ解消法｣という。)が施行されました。 

このように、国による外国人受入施策の拡大等、本市の多文化共生を取り巻く環境は大きく変わ

ってきており、今後ますます変化すると考えられます。これら社会経済情勢の変化やそれに伴う課題

への対応、外国人住民の現状を踏まえ、県においては 2020年(令和 2年)4月に「滋賀県多文化共

生推進プラン」を、また、国においても同年 9月に「地域における多文化共生推進プラン」を改訂され

たところです。 

本市においても、同様に本年に実施した、日本人住民、外国人住民、自治会、企業を対象としたア

ンケートや彦根市通訳・外国人児童生徒支援員情報交換会などの結果から、本市の多文化共生に関

する現状と今後 5 年間に取り組むべき課題を整理し、「彦根市多文化共生推進プラン」(以下「プラン」

という。)の改訂を行うものです。 
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2 位置づけと計画期間 

プランは本市の上位計画である彦根市総合計画の方向性に沿った内容であり、他の関連計画との

整合も図っていきます。さらに、滋賀県が策定した「滋賀県多文化共生推進プラン（第２次改定版）」等

も参考に本市が目指す多文化共生社会について、現状と課題を整理し、市民、市民団体、企業、行政

などが取り組む方向性を示す指針・計画となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、2015年(平成27年)9月の国連サミットでは、 

17の持続可能な開発目標(SDGｓ)が採択されました。 

これには、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と 

包摂性のある社会実現のため、2030年(令和 12年) 

を年限とする 17の国際目標が示されており、これらは 

すべての国が取り組むべき普遍的な目標となっていま 

す。多文化共生社会の実現に向けた取組は SDGｓの達 

成にもつながることから、プランもこの SDGｓを意識し 

て策定しています。 

 

プランの期間は、2021年度(令和 3年度)から 2025年度(令和 7年度)の 5年間としますが、

必要に応じて、見直しを行い、社会情勢の変化や制度の変更に柔軟に対応します。 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

彦根市

彦根市多文化共生推進プラン

彦根市総合計画(2022-

国

滋賀県

地域における多文化共生推進プラン

多文化共生推進プラン(改訂版)(前計画) 多文化共生推進プラン(第2次改訂版)

地域における多文化共生推進プラン(改訂版)

第2次彦根市多文化共生推進プラン

彦根市総合計画 (2011-2021)

国の計画
地域における

多文化共生推進プラン(改訂)

県の計画
多文化共生推進プラン

(第2次改定版)

第2次彦根市多文化共生推進プラン

彦根市総合計画
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第2章 彦根市の多文化共生の現状                                                

 

 

 

1 在留外国人数※1の推移・状況                                      

 

本市の在留外国人数は、1989年（平成元年）には、548人でしたが、入管法の改正を受けて 2008

年（平成 20 年）には、2,432人となり、20年間で約 4倍となりました。その後、2008年（平成 20

年）9月の世界的な経済危機や2011年（平成23年）3月の東日本大震災の影響により、2012年(平

成 24 年)まで減少傾向が続きましたが、ベトナム、フィリピンなどからの技能実習生などの来日により

増加傾向となり、2020年（令和 2年）2月末日時点で在留外国人数は 2,883人、本市の総人口に対

する在留外国人数の割合は、2.55%にまで到達しました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、2020年（令和2年）9月末日現在の在

留外国人数は 2,644人、本市の総人口に対する在留外国人数の割合は、約 2.35％に微減しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 在留外国人数の推移（各年9月末日）(注)2011年以前は外国人登録者数
※2 

  

 

 

 

 

※1  在留外国人数 2012年（平成24年）に出入国管理及び難民認定法等が改正されて、新しい在留管理制度が導入さ

れたことにより、住民基本台帳上の外国人数について集計された法務省が公表する在留外国人統計の数値。住民基

本台帳上の外国人数は従来の外国人登録者数と制度上対象が一部異なる。 
※2 外国人登録者数 2011年（平成23年）まで、法務省の外国人登録記録に基づき集計された外国登録者数のこと。 

表 1 在留外国人数割合  

(各年 9月末日)  

(出典)彦根市住民基本台帳 

1  統計データの推移 

 

図 1 在留外国人数の推移（各年 9月末日）(注)2011年以前は外国人登録者数※2(出典)彦根市住民基本台帳
 

在住外国人数 本市人口 本市人口に占める割合

2016年9月 2,249 112,843 1.99

2020年9月 2,644 112,480 2.35
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在留外国人数の国籍別では、2016年(平成 28年)9月には中国が最も多く 530人（24％）、次に

ブラジル484人（21％）、フィリピン409人（18％）、ベトナム302人（13％）、韓国205人（9％）の

順でしたが、2020年(令和2年)9月では、ベトナム593人(23%)、中国545人（21%）、ブラジル

510人(19%)、フィリピン432人(16%)、韓国188人(7%)の順となり、特にベトナムが急増してい

ます。 

全国※3においては、中国、韓国、ベトナム、フィリピン、ブラジル、滋賀県※4においては、ブラジル、中

国・台湾、韓国・朝鮮、ベトナム、フィリピンの順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

  

 

※3 法務省「在留外国人統計(令和元年末)」 

※4 滋賀県総合企画部国際課「住民基本台帳に基づく外国人人口(令和元年末)」 

図 2 在留外国人数 国籍別  

（2016 年 9 月 30 日） 

2016年 9月 

図 2 在留外国人数 国籍別 (出典)彦根市住民基本台帳 

2020年 9月 
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2 在留資格別在留外国人数 の状況                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在留資格別の在留外国人数（各年 9 月末現在）は、図 3 のとおりです。「永住者」が最も多く 769 人

(29％)(対 2016年比 121人増)、次に「技能実習(1号イ、同ロ、2号イ、同ロ、3号イおよび同ロの総

数))」が409人(15％)(対2016年比58人増)、「定住者」が369人(14％) (対2016年比23人

増)と続いていますが、これらについてはその構成割合に大きな変更はありません。 

ただし、「技術・人文知識・国際業務」が２８３人（１１％）と５年前に比べて急増(対 2016 年比１８７人、

７％増)しています。その内訳はベトナムが高い割合を占めています。「技術・人文知識・国際業務」は日本

で雇用されている間、その家族の滞在が認められているため、その配偶者や子どもが来日することも十

分に想定されます。 

  

図 3 在留外国人数 在留資格別 (各年 9月末日) (出典)彦根市住民基本台帳 
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在留資格 
合計 
(人) 

比率 
(％) 

国籍別内訳 
(上位 3 か国と人数 ) 

在留資格の説明 

永住者 769  29 ブラジル 237 法務大臣から永住の許可を受けた者 

フィリピン 201 

中国 174 

技能実習 409 15 ベトナム 263 外国人技能実習制度による技能実習生

(2010年～) 中国 81 

フィリピン 23 

定住者 369 14 ブラジル 199 日本人の親族、日系人の子、外国人配偶者

の子など フィリピン 106 

ボリビア 

ペルー 

16 

１６ 

技術・人

文知識・

国際業務 

283 11 ベトナム 131 公私の機関との契約に基づいて行う理学、

工学その他の自然科学の分野もしくは法

律学、経済学、社会学その他の人文科学の

分野に属する技術もしくは知識を要する

業務または外国の文化に基盤を有する思

考もしくは感受性を必要とする業務に従

事する活動 

中国 54 

ネパール 24 

日本人の

配偶者等 

184 7 ブラジル 68 日本人の配偶者もしくは特別養子または

日本人の子として出生した者 フィリピン 48 

中国 30 

留学 163 6 中国 117 大学、高等専門学校、高等学校(中等教育

学校の後期課程を含む。)もしくは特別支

援学校の高等部、専修学校もしくは各種学

校または設備及び編制に関してこれらに

準ずる機関において教育を受ける活動 

ベトナム 14 

マレーシア 

台湾 

8 

８ 

特別永住

者 

138 5 韓国 120 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍

を離脱した者などの出入国管理に関する

特例法」による永住者 

朝鮮 18 

永住者の

配偶者等 

41 2 フィリピン 20 永住者・特別永住者の配偶者および我が国

で出生し引き続き在留している子 中国 8 

ブラジル 5 

その他 288  11 ベトナム 131 《その他の内訳》 

教育、家族滞在、文化活動等 中国 68 

ネパール 35 

合計 2,644 100       

  

表 2 在留外国人数 在留資格別 (2020年 9月末日) 

 (出典)彦根市住民基本台帳 
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3 年齢別人口の状況                                             

 

外国人住民と日本人住民の年齢別人口を比べると、外国人住民は、「25-29 歳」が最も多く、次いで

「20-24歳」、「30-34歳」と続きます。20歳から 49歳までが、全体の約70％を占めるのが特徴で

す。これは 5 年前と同じ傾向です。一方で、日本人住民は、「45-49 歳」が最も多く、次いで「40-44

歳」、「50-54歳」と続きます。 

また、65 歳以上の人口比率を比べると、日本人住民の 25.8％に対し、外国人住民は 4.9％と低く

なっており、外国人住民は、働く年齢人口の比率が高く、日本人住民と年齢構成が異なります。 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人住民（人） 

総人口 2.35%

年少人口(0～14歳) 1.58%

生産年齢人口(15～64歳) 3.30%

　20～29歳 7.45%

　20～39歳 6.02%

老齢人口(65歳～) 0.46%

日本人住民（人） 

外国人住民（人） 
外国人住民（人） 

2016.9 

2020.9 

図 5 年齢 3区分の外国人人口 (出典)彦根市住民基本台帳 表 3 年齢 3区分別の外国人人口の占める割合  
(出典)彦根市住民基本台帳 

図 4 年齢 3区分の外国人人口 (出典)彦根市住民基本台帳 

2016.9 2020.9 

2016.9 

2020.9 
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４ 教育の状況                                                

本市の小・中学校に在籍する外国人児童・生徒の数は計 124人（2020年（令和2年）9月現

在）で、国籍別ではブラジル（53 人）とフィリピン（25 人）が多くなっています。また、近年は、外

国人児童・生徒を含めた、外国にルーツを持つ児童・生徒※5が増加しています。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

※5 外国にルーツを持つ児童・生徒 来日した外国籍の子どものほか、日本で生まれて育った外国籍の子ども、日本国籍を

新たに取得した子ども、父母のどちらかが外国出身で日本国籍の子ども、二重国籍の子どもなど、外国の文化的背景を持

つ児童・生徒のこと。 

図 6 外国人の児童・生徒数の推移（各年 10月 1日、2020年は 9月 1日） 
 (出典) 彦根市学校支援・人権・いじめ対策課 

表 4 国籍別外国人児童生徒数 (出典) 彦根市学校支援・人権・いじめ対策課 

国名 小学校 中学校 計

ブラジル 34 19 53

フィリピン 13 12 25

中国 14 2 16

ベトナム 12 1 13

ボリビア 3 2 5

韓国 3 0 3

インドネシア 2 0 2

ほか 6 1 7

計 87 37 124

国名 小学校 中学校 計

ブラジル 24 17 41

フィリピン 18 12 30

中国 5 1 6

ベトナム 3 1 4

韓国 2 1 3

ボリビア 2 0 2

ほか 2 1 3

計 56 33 89

2016.10.1 2020.9.1 
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外国人児童・生徒の中で日本語指導が必要な児童生徒数は図 7 のとおりで、2020 年（令和 2

年）５月現在で、小・中学校に通う 10６人が日本語指導を必要としています。また、図 8のとおり日

本語指導が必要な日本国籍の児童生徒もおり、国籍等の状況が多様化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 7 日本語指導が必要な外国人児童・生徒の推移 

(各年 5月 1日) 

(出典) 彦根市学校支援・人権・いじめ対策課 

図 8 日本語指導が必要な日本国籍の児童・生徒 

の推移 (各年 5月 1日)  

(出典) 彦根市学校支援・人権・いじめ対策課 

図 9 日本語指導が必要な児童・生徒の母語別在籍状況   

(出典) 彦根市学校支援・人権・いじめ対策課 

 

2020年 5月現在 
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５ 外国人観光客の状況                                           

本市には、世界遺産登録を目指す国宝彦根城をはじめ、歴史遺産など観光資源が点在するため、

毎年多くの外国人観光客が来訪しています。（観光案内所を訪れた外国人観光客数）国籍別では、

台湾が最も多く 3,077人、次に香港751人、中国654人、フランス 557人、アメリカ 404人

と続いており、アジアを中心に世界各国から来訪しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 10 彦根市観光案内所を訪れた 

外国人観光客数の推移 

(出典)彦根市観光企画課 

 図 11 彦根市観光案内所を訪れた 

 国籍･地域別外国人観光客数 

（2019年 4月～2020年 3月） 

(注)国・地域区分は観光局の区分による 

(出典)彦根市観光企画課 
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●多文化共生アンケート結果(外国人住民用)  

実施期間：2020年（令和2年）5月 1日から6月 15日まで 

回収方法：ホームページ上にやさしい日本語版以外にポルトガル語版、英語版、中国語版の3種類を 

用意し、回答可能な言語で無記名回答を依頼しました。 

調査対象：20歳以上の彦根市在住の外国人 

回答総数：100 

 

●多文化共生アンケート結果(日本人住民用)  

実施期間：2020年（令和2年）5月 1日から6月 15日まで 

回収方法：ホームページ上に公開し、無記名回答を依頼しました。 

調査対象：20歳以上の彦根市在住の日本人 

回答総数：175 

 

●多文化共生アンケート結果(自治会用)  

実施期間：2020年（令和2年）5月 1日から7月31日まで 

回収方法：全自治会長あてにアンケート用紙を郵送したほか、ホームページでも回答できるよう用意 

し、無記名回答を依頼しました。 

調査対象：彦根市内の自治会長 

回答総数：69 

 

※本文中の設問や選択肢の表記は、簡略化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  アンケートから見えてきた現状と課題 
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1 コミュニケーション支援（コトバとココロがつながる関係づくり）                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語については、約 70%の方がほぼ聞きとることができ、約 26%の方があいさつくらいなら聞

き取れることがわかりました。また、約73%の方が日常会話ができ、約22%の方があいさつはできる

ことがわかりました。一方、約5%の方がいずれも全くできないとの回答でした。 

日本語の読み書きについては、ほぼ読めると回答された方が約 55%、漢字まで書けると回答された

方が約 50%おられましたが、全く読めない方が約 12%、書けない方が約 22%おられ、母語での支援

や漢字にふりがなをつけることなどが必要であることがわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《外国人住民アンケート》日本語はどのくらいわかるか 

 

【聞くこと】 【読むこと】

選択肢 回答数 割合 選択肢 回答数 割合

ほぼ聞き取れる 83 69.7% ほぼ読める 65 54.6%

あいさつくらいなら聞き取れる 31 26.1% ひらがな・カタカナが読める 29 24.4%

聞き取れない 5 4.2% ローマ字が読める 11 9.2%

読めない 14 11.8%

【話すこと】 【書くこと】

選択肢 回答数 割合 選択肢 回答数 割合

日常会話ができる 87 73.1% 漢字が書ける 59 49.6%

あいさつくらいならできる 26 21.8% ひらがな・カタカナが書ける 34 28.6%

話せない 6 5.0% 書けない 26 21.8%



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の取得方法について、市の外国語版広報から知ると回答されたのが６０％を超過していることか

ら、今後も継続的な情報提供を母語で行う必要があることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の約半数、54%の方が日本語を学んでいると回答されましたが、学校等での日本語の授業や

日本語教室で学ぶ人がいる一方、家族や友達から学んだり、テレビや新聞、インターネットなどを活用し

たりしていることがわかりました。 

《外国人住民アンケート》必要な情報はどうやって手に入れるか（３つまで回答可） 

 

《外国人住民アンケート》日本語を学んでいるか 

どんな方法で学んでいるか 

（３つまで回答可） 
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学んでいない人の 87%が学びたいと考えており、実際に学んでいる人同様に、家族・友達から学ぶ

人やインターネットなどを活用するなど自分の都合の良い時間に学びたいと考えている人がいる一方、

60%が日本語教室を利用したいと考えていることがわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《外国人住民アンケート》日本語を学びたいか(学んでいない人対象) 

どんな方法で学びたいか（３つまで回答可） 
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2 安心して生活するための環境づくり                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どんな情報が必要ですか？」の問いに税金・年金が 62%、医療・健康保険が 55%でした。外国人住

民にとって、保健・福祉サービス、税金や年金については、制度が複雑なうえ、母国との制度の違いから

十分に理解しにくい現状があります。通訳者による支援が引き続き必要となるうえ、通訳者を介さなく

てもわかりやすく説明ができるよう、「やさしい日本語」※6による対応が必要です。 

  

 
※6 「やさしい日本語」 普段使われている日本語よりも簡単で、外国人住民にも伝わりやすい日本語のこと。 

《外国人住民アンケート》どんな情報が必要か(当てはまるものをすべて回答) 
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日常生活での困りごとや不満についての第 1位が言葉で44%、病院・医療や災害・事故などの緊急

時の対応、税金・年金・健康保険などが 20%超となりました。受診時や事故などの緊急時、また、複雑な

制度である税金や年金などにおいては自分の伝えたいことが正確に伝わっているか不安に感じている

可能性があります。 

 

 

 

 

 

  

《外国人住民アンケート》日常で困ることや生活の不満に思うこと（３つまで回答可） 
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外国人住民へのアンケートにおいて、災害のときに気になることは、家族の状況確認が58%、言葉が

通じないことで自分の思いが伝えられないことが39%、情報が得られないことが37%と続いており、

言葉の理解に不安を持っていることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害のときにあるといいものは、避難場所案内板の多言語化が74%、緊急時の対応について書かれ

ているパンフレットが49%といずれも多言語、母語での情報を求めていることがわかります。 

 

《外国人住民アンケート》災害や緊急時に心配なこと（３つまで回答可） 

《外国人住民アンケート》災害時、市にあるといいもの（３つまで回答可） 
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外国人住民向けのアンケートと同様に、災害のときに気になることは日本語が通じないことへの不安

が 51.4%と高く、外国人住民との交流で壁となることについての問いにおいても、同じく言葉の違い

50.9%となり、外国人住民、日本人住民双方が言葉に不安を持っていることがわかります。 

 

  

《自治会アンケート》災害時の避難所運営において、外国人の方が避難してきたときに心配な 

こと（複数回答可） 

《日本人住民アンケート》 

外国人住民との交流で壁になること、 

壁になると思われること 

《日本人住民アンケート》 

災害時、外国人住民と一緒に避難する上で 

不安に思うこと 
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3 多文化共生の地域づくり                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人住民との付き合いについて、親しく付き合っているが 12.6%、あいさつ程度のつきあいがあ

るが 21.1%と何らかの関わりがある人が 33%程度にとどまった一方、関わりを持ちたいかの問いに

対しては何らかの関わりを持ちたいと考えている人が約６０％に上ることがわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域に外国人住民が増えることについては、外国の文化・生活習慣に触れる機会が増えると回答した

人が 48.6%、わかりやすい言葉で伝えるなど、地域のルールを見直す機会になるが 34.3%、地域の

活性化につながるが 29.1%、外国人の友人を作る機会が増えるが 28.6%などプラスのイメージを持

っている人が多いことがわかりました。一方でトラブルが増えるおそれがあるとマイナスのイメージを

持たれている人も30.9%と一定数いることがわかりました。 

《日本人住民アンケート》 

外国人住民との付き合い 

《日本人住民アンケート》 

外国人住民との関わりを持ちたいか 

《日本人住民アンケート》地域に外国人住民が増えること（３つまで回答可） 
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《日本人住民アンケート》近隣の外国人住民との間で困ったこと（３つまで回答可） 

《外国人住民アンケート》近くの日本人とトラブルになったこと（３つまで回答可） 
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外国人住民との間で困ったことは特にないと答えている人が 73.1%であり、日本人とトラブルにな

ったことは特にないと答えている人が75．０%、また自治会でのトラブルについても特にないという回

答が73.9%となり、実際に困った経験がある人は、意外と少ないことがわかります。 

 

 

  

《自治会アンケート》自治会での外国人住民とトラブルになったこと（複数回答可） 
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日本人住民へのアンケートにおいて、ともにいきいきと暮らすために、あいさつなど気軽に声をかけ

ることができると答えている人が 76.6％、自治会アンケートにおいても住民同士のあいさつなど気軽

に声をかけあうことができると答えている人が 75.4%となっており、日常的な取組により自分にもで

きることがあると考えている人が多いことがわかります。 

 

 

 

 

 

《日本人住民アンケート》日本人住民と外国人住民がともにいきいきと暮らせる社会を作る 

ために、あなたができること（３つまで回答可） 

《自治会アンケート》地域社会の構成員として、外国人の方と共に気持ちよく暮らすために、 

自治会ができること（複数回答可） 
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ともにいきいきと暮らせる社会を作るために、外国人住民には日本の文化・習慣や生活ルールなどを

理解してほしいと思っている人が 72.6%あり、市に対しては、外国人住民に対して日本の文化や生活

習慣などを教えることが 45.1%と高いことから、外国人住民への行政情報以外の情報提供が求められ

ていることがわかります。 

 

《日本人住民アンケート》日本人住民と外国人住民がともにいきいきと暮らせる社会を作る 

ために、市が力を入れると良いと思うこと（３つまで回答可） 

《日本人住民アンケート》日本人住民と外国人住民がともにいきいきと暮らせる社会を作る 

ために、外国人住民に望むこと（３つまで回答可） 
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近くの日本人とはあいさつをするくらいと答えた人が 50%であり、普段は母国の人と交流すると答

えた人が66%であることから、日常的に日本人と関わりを持つ人は少ないことがわかります。 

《外国人住民アンケート》近くの日本人との交流 

《外国人住民アンケート》普段交流する人 
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第3章 多文化共生の推進に関する基本的な考え方                  

 

1 プランの基本理念                                              

 

「ともにいきいきと暮らせるまち ひこね」 

 

ともに   … すべての市民がお互いを尊重し合う関係 

いきいきと … 一人ひとりの個性が発揮される 

 

2 プランの趣旨・目的                                            

   

本市では、彦根市多文化共生推進プランを策定するにあたって、「市民一人ひとりがお互いの立場や

文化的背景を認め、対等な関係で支えあう地域づくり」を目的としています。 

そのためには、外国人住民に必要な支援をするとともに、すべての市民が多文化共生の当事者であ

ることを自覚して、主体的に関わっていくことが求められます。 

 

3 多文化共生の意義                                             

 

（1） 外国人住民の社会参画を促進すること 

 

すべての市民がお互いを尊重し合う関係を築くということは、外国人住民も等しく必要な情報や行政

サービスが得られるようにすることであり、外国人住民が自らの特性を活かして社会参画することにつ

ながります。 

 

（2） 地域社会の人権意識が向上すること 

 

お互いの立場や文化的背景を認め合うということは、日本国憲法や国際人権規約などにおける「人権

尊重」の趣旨であり、外国人の人権を保障することだけでなく、一人ひとりの個性を尊重する機運が高

まり、地域社会の人権意識の向上につながります。 

 

（3） すべての人が暮らしやすい、支えあいの社会を目指すこと 

 

多文化共生社会とは、外国人住民に必要な支援をするということに留まらず、ユニバーサルデザイン

※7の視点を含めた地域づくりのことであり、市民や社会全体が協働・連携していくことにつながります。 

 

 
※7 ユニバーサルデザイン 年齢や性別、文化や言語の違いにかかわらず、すべての人が暮らしやすいように配慮した環

境をつくること。 
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（4） 地域社会に新しい活力が生み出されること 

 

外国人住民が対等に社会参画することによって、これまで以上に新しい発想やアイデアを生み出す原

動力となります。お互いが豊かな国際感覚を身につけることは、グローバル化が進む地域社会を支える

新しい活力につながります。 

 

4 推進体制図                                                    
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5 プランの体系                                                 

 基本理念を実現するため、3 つの基本方針ごとに現状と課題を整理し、今後取り組むべき施策を次の

通り設定します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施施策基本方針

と

も

に

い

き

い

き

と

暮

ら

せ

る

ま

ち

ひ

こ

ね

コミュニケーション支援

コトバとココロがつながる関係づくり
情報の多言語化

日本語および日本社会について

学習機会の提供

安心して生活するための環境づくり

居住の環境づくり

子どもがのびのび育つ環境づくり

教育・労働の環境づくり

社会保障・医療の環境づくり

防災・減災の環境づくり

多文化共生の地域づくり 地域社会に対する意識啓発

外国人住民の社会参画と共助

多様性を活かした地域づくり

基本理念
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6 5年間の取組成果                                                     

 

●継続して取り組んだもの・・・2016年度より前から取り組んでいたものを引き継いで取り組んだもの 

●拡充して取り組んだもの・・・2016年度より前から取り組んでいたものの内容を充実させて取り組ん 

だもの 

●新規で取り組んだもの・・・2016年度以降に新たに取り組んだもの 

 

  コミュニケーション支援（コトバとココロがつながる関係づくり）                     

 

●継続して取り組んだもの 

No. 取組 内容 担当 

１ 多言語版広報ひこねの発行 

毎月ポルトガル語・英語・中国語の 3 言

語(以下「3 言語」という)で発行しまし

た。 

人権政策課 

２ 生活ガイドの発行 
年に 1 回、3 言語に加えて「やさしい日

本語」で発行しました。 
人権政策課 

３ 「ごみカレンダー」の多言語化 3言語で作成し、配布しました。 
生活環境課 

清掃センター 

４ 税情報の多言語化 
税関係の文書を翻訳したほか、納税相談

には通訳とともに対応しました。 

税務課 

納税課 

５ 「外国人転入パック」の配布 
転入してきた外国人住民が困らないよ

う必要情報を翻訳し、配布しました。 
市民課 

6 通訳・相談機能の整備と充実 
外国人住民のニーズに合わせ、3言語の

通訳者を配置し、各課へ派遣しました。 
人権政策課 

7 施設案内の多言語化 新設部署を多言語で表示しました。 
公有財産管理課 

病院総務課 

8 日本語教室の開催 
ボランティアによる日本語教室を定期

的、継続的に開催しました。 
市民団体 

 

＝＝転入パックってなに？＝＝ 

 転入して来られた外国人住民が彦根市での生活に困らないように、 

ゴミカレンダーや生活ガイド、広報ひこねなどの生活情報に加え、防 

災マニュアル・ハザードマップなどの防災情報などの情報をひとまと 

めにして渡しているものです。 

 

 

 

 

 

＝＝多言語版広報ひこね＝＝ 
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●拡充して取り組んだもの 

No. 取組 内容 担当 

9 「ごみの分別シート」の多言語化 

2019年度(令和元年度)からは 3言語版に

加え、ベトナム語版も作成し、転入者に配布

しました。 

生活環境課 

清掃センター 

10 ホームページの多言語化 

2019 年度(令和元年度)のホームページリ

ニューアルにより対応言語を増やし、より多

くの外国人住民のニーズに対応しました。 

シティプロモー

ション推進課 

11 災害・防災情報の多言語化 

台風などの災害時やコロナウイルス感染症

対策において、国や県などが作成した多言

語情報やリソースを活用しました。 

人権政策課 

 

●新規で取り組んだもの 

No. 取組 内容 担当 

12 
行政制度説明会の開催(～平成29年度) 

外国人住民モニターの設置(平成30年度～) 

2017 年度（平成 29 年度）まで年に 1 回

行政制度説明会を開催し、外国人住民に市

の仕組みについて説明しました。2018 年

度（平成 30 年度）から制度を見直し、年に

2 回外国人住民の意見を直接聞く機会を

設けました。 

人権政策課 

13 多言語版 Facebookの活用 

2018年度（平成30年度）にFacebook

を 3 言語と日本語で立ち上げ、タイムリー

な情報提供を行いました。 

人権政策課 

14 翻訳機の導入 
翻訳機を8台導入し、窓口担当部署に設置

しました。 
人権政策課 

 

 

＝＝外国人住民モニターってなに？＝＝ 

 彦根市に住む外国人住民の声を、市の施策に反映 

させるため、年に2回テーマを決めて会議をしています。 

 また、会議以外でも外国人住民の視点での意見を各課 

から聞かれた時には、それぞれ周りの外国人住民の声を 

聞くなどして提案しています。 

 

 

 

 

 

 

＝＝外国人住民モニター会議＝＝ 
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  安心して生活するための環境づくり                                            

 

●継続して取り組んだもの 

No. 取組 内容 担当 

15 保育・母子保健情報の多言語化 

「保育所利用案内」や「子育てガイドブッ

ク」、申請書などを翻訳したほか、必要に

応じて通訳者とともに対応しました。 

幼児課 

子ども・若者課 

健康推進課 

16 子育て関係機関との連携 

外国人住民の親子が孤立した結果、虐待

やDVにつながることなどがないよう、

関係機関と連携して、相談窓口につなげ

る環境づくりを行いました。 

 

子育て支援課 

17 外国人児童生徒支援員の配置 

ポルトガル語・タガログ語の外国人児童

生徒支援員を配置し、学校との情報共有

により外国人児童生徒の状況・ニーズを

把握し、対応しました。 

 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

18 放課後児童クラブ関係書類の多言語化 
放課後児童クラブ関係書類を翻訳し、利

用しやすくなるよう環境を整えました。 
生涯学習課 

19 国制度や情報等の活用 
国の補助事業や「外国人児童生徒受入れ

の手引」を活用しました。 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

20 外国人児童生徒の実態把握 

定期的な実態調査により、外国人児童生

徒が不就学とならないよう働きかけま

した。 

 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

21 「母語教室」の開催 
ポルトガル語の「母語教室」を開催しまし

た。 
人権政策課 

22 「子ども多文化クラブ」の開催 

長期休暇期間中における外国につなが

りを持つ児童・生徒の孤立を防ぐため、

夏休みと冬休みにネットワークづくりが

できる場として「子ども多文化クラブ」

を開催しました。 

 

人権政策課 

23 日本語指導の整備 

日本語指導が必要な児童生徒に対応す

るため、県費の支援のない1人在籍校に

ついても市費で日本語指導支援員を配

置しました。 

 

学校支援・人権・

いじめ対策課 
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24 国際理解教育の推進 

湖東地域 1 市 4 町(彦根市・愛荘町・豊

郷町・甲良町・多賀町)からなる「湖東定

住自立圏」(以下「湖東定住自立圏」とい

う。)の多文化共生推進の取組として、小

中学校のみならず、地域等においても国

際理解教育プログラムを実施しました。 

人権政策課 

25 教職員への多文化共生研修の実施 
人権教育指導者育成講座において多文

化共生をテーマに研修をしました。 

学校支援・人権・

いじめ対策課 

26 企業に対する啓発活動の推進 

外国にルーツを持つ人など多様性を内

容とした企業向け人権啓発資料「Be 

Happy」を企業人権啓発訪問時に配布

し、啓発しました。 

人権政策課 

27 医療機関における多言語情報の提供 

休日急病診療所や市立病院で使用する

申請書や通知を翻訳しました。また、医

師会と連携し、多言語問診票を活用しま

した。 

健康推進課 

医事課 

28 医療通訳者の配置 
市立病院でポルトガル語の医療通訳者

を配置しました。 
医事課 

29 防災情報の多言語化 
「彦根市民防災マニュアル」や各種「ハザ

ードマップ」を多言語に翻訳しました。 
危機管理課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●拡充して取り組んだもの 

No. 取組 内容 担当 

30 外国人住民孤立の防止 
ポルトガル語通訳を雇用し、必要に応じて

通訳者とともに対応しました。 
社会福祉課 

31 社会保障制度情報の多言語化 

ひとり親家庭や障害者などに関連する社

会保障や医療・年金制度等の情報を多言語

に翻訳し、提供しました。 

子育て支援課 

障害福祉課 

保険年金課 

保険料課 

＝＝母語教室＝＝ ＝＝子ども多文化クラブ＝＝ 
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32 救急医療における多言語対応 
「多言語版救急時情報収集シート」を救急

出動時に活用しました。 
警防課 

33 防災訓練での「やさしい日本語」活用 

防災訓練において「やさしい日本語」を利

用した避難所開設運営訓練を実施しまし

た。 

危機管理課 

34 避難場所誘導看板等の多言語化 

「災害種別避難誘導標識システム」※8 に従

い、英語併記により避難誘導看板の多言語

化を図りました。 

危機管理課 

 

●新規で取り組んだもの 

No. 取組 内容 担当 

35 市営住宅入居関係書類の多言語化 

「市営住宅入居募集案内冊子」や「入居のし

おり」を 3 言語に翻訳し、情報提供しまし

た。 

建築住宅課 

36 自治会活動への参画支援 
転入した外国人住民に自治会の目的や役

割について３言語で情報提供しました。 

まちづくり 

推進室 

37 地域生活における多言語化支援 

自治会長合同会議で地域の外国人住民に

配布する文書などの外国人支援について

情報提供しました。 

まちづくり 

推進室 

38 保育園への翻訳機の導入 
2020年度（令和2年度）に保育所等に翻

訳機を導入し、活用しました。 
幼児課 

39 関係機関との連携による支援体制の充実 
社会福祉協議会や NPO 団体などとの連

携し、支援体制の充実を図りました。 
社会福祉課 

40 くすのきセンターへの翻訳機導入 
2020年度（令和2年度）に翻訳機を導入

し、健診時や窓口等で活用しました。 
健康推進課 

41 市立病院への翻訳機の導入 
2020年度（令和2年度）に翻訳機を導入

し、救急センターなどでも活用しました。 
医事課 

42 救急通報時および現場での多言語対応 

2020年度（令和2年度）から救急通報時

および現場対応時に三者間通話による多

言語通訳の運用を開始しました。 

通信指令課 

警防課 

 

 

 

 

 

 
※8 「災害種別避難誘導標識システム」 災害が予想される地域において、その災害について日常的に情報として表記また
は発信し、災害が発生したときに影響を受ける地域の人々に警告し、速やかに避難誘導させることを目的とする災害別の

標識システムのこと。 
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  多文化共生の地域づくり                                                      

 

●継続して取り組んだもの 

No. 取組 内容 担当 

43 多文化共生に関する啓発の推進 

まちづくり懇談会において地域での啓発

を行ったほか、市職員の研修において啓発

をしました。 

人権政策課 

44 国際交流員の招致 
国際交流および多文化共生を進めるため

に国際交流員を各1人招致しました。 

人権政策課 

シティプロモー

ション推進課 

45 国際交流事業の実施 

彦根市国際協会の協力を得て、使節団の相

互派遣や姉妹都市との記念事業を通して

交流を深めました。 

シティプロモー

ション推進課 

46 公民館の利用促進 
「生活ガイド」に公民館の利用に関する情報

を掲載し、利用促進を図りました。 
生涯学習課 

47 国際交流サロンの設置 
国際交流サロンを設置し、外国人住民と日

本人住民の交流の場を提供しました。 
人権政策課 

48 観光マップ、パンフレットの多言語化 
パンフレットなど観光情報を多言語化しま

した。 
観光企画課 

 

●拡充して取り組んだもの 

No. 取組 内容 担当 

49 自治会活動情報の多言語化 
地域で暮らす外国人住民が困らないよう、

自治会の回覧板等の翻訳をしました。 
人権政策課 

50 外国人住民の地域参画 

外国人住民も多文化共生サポーターに登

録し、自治会と協力して地域に住む外国人

住民のサポートをしました。 

市民 

自治会 

５１ 観光情報の多言語による情報発信 

２０１９年度(令和元年度)に観光情報を提

供するFacebookを英語と中国語で作成

しました。 

観光企画課 

 

●新規で取り組んだもの 

No. 取組 内容 担当 

52 多文化共生フォーラムの開催 

2016 年度（平成 28 年度）は外国人の人

権にかかる講演会、2017 年度（平成 29

年度）は災害をテーマに外国人住民のため

の避難所運営・情報伝達のあり方を考えま

した。 

人権政策課 
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53 外国の文化や習慣に触れる機会の創出 

2018年度（平成30年度）よりホームステ

イバンクを設置したほか、スペインの女子

ハンドボールチームのホストタウン登録を

行い、外国の文化や習慣に触れる機会を提

供しました。 

シティプロモー

ション推進課 

54 外国人住民の社会参画 

ゴミカレンダー作成時、ピクトグラムを採

用するか、外国人住民モニターの意見を聞

きました。 

清掃センター 

55 市施設の利用方法等の情報提供 

外国人住民モニターの意見も聞いて検討

し 、 生 活 ガ イ ド や ホ ー ム ペ ー ジ 、

Facebookを活用し周知を図りました。 

人権政策課 

 

 

 

  多文化共生施策の推進                                                  

 

●継続して取り組んだもの 

No. 取組 内容 担当 

56 彦根市庁内多文化共生推進会議の開催 
年に 1 回、庁内の関係課と連携し、課題解

決に努めました。 
人権政策課 

５７ 「湖東定住自立圏」での連携 

「湖東定住自立圏」の人材育成部会におい

て、国際理解教育事業などを通し、地域の

多文化共生を促進しました。 

人権政策課 

 

●新規で取り組んだもの 

No. 取組 内容 担当 

５８ プランの進行管理 

年に 2 回「彦根市多文化共生推進委員会」

を開催し、プランの進捗管理を行いまし

た。 

市民、市民団体

人権政策課 
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第4章 展開                                           

●継続・・・以前から取り組んでいたものを引き継ぐ取組 

●拡充・・・以前から取り組んでいたものを拡充する取組 

●新規・・・新たな取組 

 

1 コミュニケーション支援（コトバとココロがつながる関係づくり）                    

 

（1） 情報の多言語化（ユニバーサル化） 

 

【現状と課題】 

 外国人住民に行ったアンケートによると、情報入手手段は外国語版の広報紙のほかインターネットによ

る情報入手も多く、生活に必要な情報を得る手段が多様化しています。 

本市では、「広報ひこね」をポルトガル語・英語・中国語で月 1回発行し、健診や税金の支払いなどの必

要な市の情報を発信するとともに転入者が困らないよう、ポルトガル語・英語・中国語・「やさしい日本

語」で「生活ガイド」を作成し、生活に必要な情報をゴミに関する情報などと併せて転入パックとして配布

しています。また、ホームページ上でも必要な情報にアクセスできるよう、多言語版のホームページを作

成し、市の窓口での手続き情報のほかゴミの出し方などの生活情報、災害時に必要な情報などを掲載し

ているほか、Facebookを活用し、行政情報等を発信することでタイムリーな情報を外国人住民向けに

発信しています。なお、本市では、ポルトガル語、英語、中国語の通訳者を配置しています。 

 アンケート結果から、日本語がほぼ読めると回答したのが約55%であった一方で、日本語で書かれた

ものが読めない、または、漢字までは読めない外国人住民が約45%いることがわかりました。外国人

住民に生活に必要な情報を伝えるためには、わかりやすく伝える必要性を理解し、多言語化のみに頼る

ことなく、やさしい日本語や図、動画を使用するなど、理解しやすい情報を発信する必要があります。 

 外国人住民の増加に伴い、相談件数は年々増加していることから、今後ますます生活に関する相談が

増えることが見込まれるため、一元的に受けることができる相談窓口の設置が求められます。 

 

【方向性】 

○ 外国人住民に対して、行政の各窓口における多言語などによる情報提供を図るともに、多様なメデ

ィア媒体も活用して、市民生活に必要な情報提供を推進します。 

○ 外国人住民が必要な情報に適切にアクセスできるよう推進します。 

○ 通訳者のいない言語についても、翻訳ツールを活用することで多言語化を図ります。 

○ 外国人住民向けの相談窓口を充実させて、相談体制を維持・向上させます。 

○ 多言語に対応する通訳員のほか、生活に関する相談件数が増加傾向にあることから、一元的相談窓

口の設置を推進します。 

○ 庁舎や公共施設などの案内を多言語、「やさしい日本語」などにして、分かりやすい表記を進めます。 

○ 「彦根市多言語情報提供ガイドライン」に基づいて、情報提供を進めます。 
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【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

情報提供の

推進 

1 
「彦根市多言語情報提供ガイドライン」（仮称）を作成します。 

（シティプロモーション推進課） 
継続 --- 

2 
「広報ひこね」「生活ガイド」を多言語に翻訳します。 

（人権政策課） 
継続 Ｐ.281,2 

3 
ゴミに関する情報を必要に応じて多言語に翻訳します。 

（生活環境課・清掃センター） 
継続

Ｐ.283 

P.299 

P.3454 

4 

税に関する申請書や通知などを必要に応じて多言語に翻訳しま

す。 

（税務課） 

継続 Ｐ.284 

5 

納税に関する申請書や通知などを必要に応じて多言語に翻訳し

ます。 

（納税課） 

継続 Ｐ.284 

6 
外国人住民モニター会議を開催します。 

（人権政策課） 
拡充 

Ｐ.2912 

P.3454 

7 
市HP（ホームページ）を多言語に翻訳します。 

（シティプロモーション推進課） 
継続 Ｐ.2910 

8 

彦根市に入居する外国人住民向けに必要情報をまとめた「外国

人転入パック」を作成し、入居時に配布します。 

（市民課） 

継続 Ｐ.285 

9 

インターネット、SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）、ラジ

オなどのメディアを活用して、多言語に翻訳された行政情報や

案内などを広く発信します。 

（人権政策課） 

継続 Ｐ.2913 

10 

多言語や「やさしい日本語」で行政情報や案内などを動画を使っ

て広く発信します。 

（人権政策課） 

新規 --- 

11 

情報の収集・提供の際には、各省庁、他の自治体、関係機関など

が作成した多言語情報やリソースを積極的に活用します。 

（人権政策課） 

継続 Ｐ.2911 

12 

外国人住民のニーズに対応できるよう、彦根市で対応する言語

を随時検討します。 

（人権政策課） 

拡充 Ｐ.2914 
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通訳・相談機

能の整備と

充実 

13 
外国人住民のニーズに合わせた通訳員を配置します。 

（人権政策課） 
継続 Ｐ.286 

14 
外国人住民のニーズに対応できるよう、相談員を配置します。 

（人権政策課） 
継続 Ｐ.286 

15 
外国人一元的相談窓口を設置します。 

（人権政策課） 
拡充 --- 

16 

通訳や窓口業務にあたる職員を対象とした相談研修を実施しま

す。 

（人権政策課） 

継続 Ｐ.286 

施設の案内

をわかりやす

く表記 

17 
ホームページで庁舎案内を「やさしい日本語」で掲載します。 

（公有財産管理課） 
継続 Ｐ.287 

18 
新設部署の室名札を多言語で表示します。 

（公有財産管理課） 
継続 Ｐ.287 

19 
新設部署の表札を多言語で表示します。 

（病院総務課） 
継続 Ｐ.287 

 

 

（2） 日本語および日本社会についての学習機会の提供 

 

【現状と課題】 

言葉に不安を持つ外国人住民が地域でのコミュニケーションを図れず、生活に必要な情報を得られな

いことがあります。外国人住民が地域でともにいきいきと暮らすためには、日本語でのコミュニケーシ

ョンを図ることができるよう、日本語を学ぶことや日本の文化や習慣などを理解することが必要です。

それは、外国人住民に実施したアンケートにおいても、地域でともに暮らすためには「日本語を学ぶ」「互

いの生活習慣やルールを理解する」が上位となっているほか、日本人に実施したアンケートにおいても

同様に「日本の文化、習慣や生活ルールなどを理解してほしい」という回答が 7 割を超えていたことか

らもわかります。 

外国人住民に対して、日本で暮らしていくために必要な生活言語として日本語の学習機会を幅広く提

供することが求められています。2019年には「日本語教育の推進に関する法律」が施行され、各自治体

においても日本語教育の充実が努力義務化されています。また、アンケートに回答した外国人住民の約

半数が今、日本語を学習中であり、学んでいない人の87%が学びたいと考えています。日本語教室は、

日本語を習得するだけでなく、日本社会との接点を生み出し、外国人住民同士の交流の場、拠りどころ

と位置づけることもできますが、労働環境などにより、日本語教室に参加できない外国人住民もいます。 

一方で、日本語教室は地域のボランティアや市民団体に支えられており、持続的な活動をするために

は、ボランティアの育成や外国人を雇用する企業などの関係機関との連携を進める必要があります。 
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【方向性】   

○ 日本語や日本の文化などについて学べるよう、継続的な日本語教室の運営を推進します。 

○ 学習機会を多く創出するために、日本語ボランティアの担い手を増やします。 

○ 多様な外国人住民のニーズに応えるため、日本語教室の運営などを支援するとともに、関係機関な

どと連携を推進します。 

 

【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

日本語教室

の開催と連

携体制の推

進 

20 

日本語ボランティアや市民団体による日本語教室を定期的、継

続的に開催します。 

（市民団体､人権政策課） 

継続 Ｐ.288 

21 

指導方法や学習者のニーズなどの情報共有を図るなど、市内の

日本語教室や関係機関との意見交換会を実施します。 

（人権政策課、市民団体） 

拡充 --- 

日本語ボラ

ンティアの育

成 

22 

市民団体や大学などと連携して、日本語ボランティアの担い手

を増やします。 

（人権政策課、市民団体） 

拡充 --- 

関係機関な

どとの連携 
23 

日本語教室や外国人を雇用している企業などとの協働によって

日本語教育の充実を図ります。 

（人権政策課） 

新規 --- 

 

 

 

2 安心して生活するための環境づくり                                    

 

（1） 居住の環境づくり 

 

【現状と課題】 

 本市では、多言語版の広報ひこねを通じて年に 3回市営住宅の募集を案内しているほか、外国人住民

も利用できるよう「市営住宅入居募集案内冊子」や「新規入居者向け入居のしおり」を翻訳し、ポルトガル

語・英語・中国語の 3 言語で情報提供しました。近年、住宅を購入する外国人住民も増えていますが、外

国人住民が賃貸住宅の契約をする際には、依然として外国人であることを理由に敬遠されてしまうなど

の事例が見られます。住居を確保することは、最低限の生活を営むための基盤であり、円滑に入居先が

見つけられるように支援することが求められます。 

外国人住民が地域社会の中で、生活習慣の違いや地域のルールに対する理解が十分でないことなど

から、地域とのつながりが希薄なまま生活している場合や地域住民との間にトラブルが生じるおそれも

あり、自治会等が外国人住民との交流を深め、地域住民との間に生じるトラブルを減らす活動・啓発が
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必要です。 

 

【方向性】 

○ 住宅入居に関する情報を多言語化して、外国人住民への情報提供を推進します。 

○ 自治会や町内会活動などへの外国人住民の参画を推進します。 

 

【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

住宅・入居

に関する情

報の多言語

化と提供 

24 
「市営住宅入居募集案内冊子」を多言語に翻訳します。 

（建築住宅課） 
継続 Ｐ.3235 

25 

各省庁、他自治体、関連団体などが作成する多言語情報（「あんし

ん賃貸支援事業と外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライ

ン」など）を積極的に活用して、企業があんしん賃貸支援事業に登

録するよう､利用啓発などして働きかけます。 

（人権政策課） 

拡充 --- 

自治会や町

内会活動な

どへの外国

人住民の参

画 

26 

外国人住民向けに、自治会や町内会の目的や役割についての文

書を作成・翻訳し、「外国人転入パック」に入れて配布するほか、窓

口への設置や自治会等への配布を行います。 

（まちづくり推進室） 

継続 Ｐ.3236 

27 

各自治会に対して、外国人住民や多文化共生に関する情報を提

供します。 

（まちづくり推進室） 

継続 Ｐ.3237 

 

 

（2） 子どもがのびのび育つ環境づくり 

 

【現状と課題】 

外国人住民の滞在期間の長期化や定住化が進む中、妊娠・出産・子育てまでを支える仕組みが必要で

す。本市では、言葉や文化の違いから必要な支援を受けられないことがないよう、「保育所利用案内」や

「子育てガイドブック」、申請書など保育や母子保健に関する情報をポルトガル語・英語・中国語で翻訳し

たほか、必要に応じて通訳者とともに対応しました。 

しかし、言葉や制度の違いにより母子保健サービスを十分に受けられないケースもあります。本市で

は関係各課と通訳者との連携により、ポルトガル語と英語、中国語で情報を提供していますが、必要と

される言語の多様化に伴い、他の言語への対応も必要です。 

多言語対応を進めるため、2020 年度(令和 2 年度)には市内保育所等に翻訳機を導入し、保護者対

応などに活用しています。外国人住民へのアンケートにおいて、23%の人が予防接種や保育園などの

子育てに関する情報が必要と答えていることから、今後も引き続き多言語での対応が望まれます。 
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また、外国人住民に関わる、子どもの発達に関する相談や子ども虐待の相談件数も増加傾向にありま

す。本市では、関係機関と連携して孤立しやすい外国人住民の親子を把握したほか、虐待や DV を防止

できるよう相談窓口につなげる環境づくりを行いました。しかし、言葉や文化の違いから、日本人住民

の場合とは異なる課題があり、十分な対応ができているとはいえず、虐待の未然防止や早期発見の上

でも課題があります。 

 

【方向性】 

○ 外国人住民が、安心･安全に妊娠・出産・子育てを送るため、多言語などによる情報やサービスの提

供を推進します。 

○ 外国人住民の親子が地域で孤立しないため、地域における見守りのほか、相談窓口につなげる環境

づくりを関係機関と協働して推進します。 

○ 母子保健サービス・保育などをすべての外国人住民の対象者が受けられるよう情報提供や環境の

整備を推進します。 

○ 多様化する外国人住民の相談に対応するため、気軽に訪れることができる相談体制を作ります。 

 

【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

子育てに関

する情報の

多言語化と

提供 

28 
「保育所等利用案内」を多言語に翻訳します。 

（幼児課） 
継続 Ｐ.3015 

29 
「子育てガイドブック」を多言語に翻訳します。 

（子ども・若者課） 
継続 Ｐ.3015 

30 

保育に関する申請書や通知などを必要に応じて多言語に翻訳し

ます。 

（幼児課） 

継続 
Ｐ.3015 

P.3238 

31 

母子保健に関する申請書や通知などを必要に応じて多言語に

翻訳します。 

（健康推進課） 

継続 
Ｐ.3015 

P.3240 

外国人住民

の孤立防止 

32 

外国人住民の困りごとに対し、民生委員児童委員や各種相談窓

口と連携のうえ支援します。 

（社会福祉課） 

新規 --- 

33 
必要に応じて、通訳を伴った訪問支援をします。 

（社会福祉課） 
継続 Ｐ.3130 

34 

市が提供する各種の子育てサービスを外国人住民が受けやすく

するため、体制の充実を図り、「子育てガイドブック」の紹介や、

必要に応じて通訳による支援を実施します。 

（子ども・若者課） 

継続 Ｐ.3015 
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関係機関な

どとの連携 

35 

虐待やDV（ドメスティック・バイオレンス）などを防止するため、

児童相談所などの関係機関や外国人相談員などと連携して、外

国人住民の実態を把握した上で、支援体制の充実を図ります。 

（子育て支援課） 

拡充 Ｐ.3016 

36 

「彦根市要保護児童対策地域協議会」と連携し、外国人住民の要

保護児童と特定妊婦への支援体制の充実を図ります。 

（子育て支援課） 

継続 Ｐ.3016 

37 

通訳者（相談員）が適切な対応ができるよう、研修等の受講や情

報収集により業務のスキルアップを図ります。 

（人権政策課） 

新規 --- 

38 
DVや児童虐待に関する多言語情報を積極的に啓発します。 

（子育て支援課） 
新規 --- 

 

 

（3） 教育の環境づくり 

 

【現状と課題】 

市内の市立小中学校において、外国人児童生徒のみならず日本語指導が必要な児童・生徒は増加して

います。外国にルーツを持つ児童・生徒および保護者の中には、文化的背景の違いや、日本語が十分理

解できないことなどがあり、そのことが、不就学や不登校、学習意欲の低下、いじめの発生などにつな

がることもあります。あらゆる教育活動の基礎として、日本語の習得を進める必要があります。 

そこで本市では、ポルトガル語・タガログ語の母語支援員を配置し、学校や関係者との連携のもと外

国人児童生徒の状況・ニーズを把握し、外国人児童生徒が不就学とならないよう働きかけています。 

また、2016年度（平成28年度）より文部科学省の「帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業」

を活用し、日本語指導の必要な児童生徒に対し、翻訳や日本語指導により支援を行ったほか、加配教員

や非常勤講師を配置して対応しています。 

一方、母国の言葉や文化などに接する機会が少ないために、自らのアイデンティティ※9の確立が困難

になります。日本語と母語※10の両方が十分に習得できないため、家庭内のコミュニケーションがうまく

いかなくなる場合もあります。 

 外国人児童生徒の増加に伴い、子どもたちのルーツも多様化していることから、児童・生徒のみなら

ず、教員・保護者・地域住民が、多文化共生やダイバーシティ※11に対する理解や国際感覚を高める必要

があります。 

 

 

 
※9 アイデンティティ 自分が何者であるか、自分の人生の目的、自分の存在意義など、自分自身を支えている自己意識の

こと。 
※10 母語 幼少期から母親などの大人たちが話すのを聞いて習得する言語。 
※11 ダイバーシティ 国籍・文化･価値観などに関する多様性のこと。 
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【方向性】 

○ 外国にルーツを持つ児童・生徒および保護者に対して、日本語指導や母語によるサポートなど、学校

生活を安心して送れるような体制を整えます。 

○ 「外国人児童生徒受入れの手引」を教育現場および教育委員会で活用します。 

○ 子どもの発達過程において大切な母語の維持について、その重要性を啓発します。 

○ 外国にルーツを持つ児童・生徒を含めたすべての児童・生徒への多文化共生の意識を高める国際理

解教育を推進します。 

○ 教職員の多文化共生の意識を高めるため、研修の充実を図ります。 

○ 外国にルーツを持つ児童・生徒の教育環境を充実させるため、地域住民や市民団体との連携を推進

します。 

 

【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

学校生活を

安心して送

れるような

体制づくり 

39 

外国人児童生徒支援員（ポルトガル語、タガログ語）を配置しま

す。 

（学校支援・人権・いじめ対策課） 

継続 Ｐ.3017 

40 

外国人児童生徒の指導方法や学習者の状況やニーズなどの情

報共有を図るため、学校と外国人児童生徒等支援員などによる

意見交換を行います。 

 

（学校支援・人権・いじめ対策課） 

継続 Ｐ.3017 

41 

放課後児童クラブに関する申請書や通知などを必要に応じて多

言語に翻訳します。 

（生涯学習課） 

継続 Ｐ.3018 

42 

外国人住民の教育環境を整備するため、文部科学省の補助事業

等を活用します。 

（学校支援・人権・いじめ対策課） 

継続 Ｐ.3019 

43 

外国人児童生徒の現状や動向を把握するために、定期的に不就

学などの実態調査を実施します。 

（学校支援・人権・いじめ対策課） 

継続 Ｐ.3020 

母語・アイデ

ンティティ確

立の支援 

44 

母語教育の重要性について啓発し、母語による活動や交流の場

を設けます。 

（人権政策課） 

拡充 Ｐ.3021 

45 

外国人児童生徒を対象とした「子ども多文化クラブ」を開催しま

す。 

（人権政策課） 

継続 Ｐ.3022 
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46 
｢外国人児童生徒受入れの手引｣を周知し、活用します。 

（学校支援・人権・いじめ対策課） 
継続 Ｐ.3019 

日本語指導

の整備 

47 

県の制度を活用しながら、日本語指導の加配教員と非常勤講師

を配置します。 

（学校支援・人権・いじめ対策課） 

継続 Ｐ.3023 

48 

生徒の在籍状況や学校現場のニーズなどに応じて、日本語指導

支援員の配置や日本語教材の確保などの対策を講じます。 

（学校支援・人権・いじめ対策課） 

継続 Ｐ.3023 

すべての児

童生徒に対

する国際理

解教育の推

進 

49 

すべての児童生徒に豊かな国際感覚や多文化共生の意識が育

つよう、各教育機関において国際理解教育プログラムを実施し

ます。 

（人権政策課） 

継続 Ｐ.3024 

50 

「子ども多文化クラブ」を、すべての児童生徒にも開放して、相

互交流の機会を提供します。 

（人権政策課） 

継続 --- 

教職員の多

文化共生研

修の充実 

51 
教職員を対象とした「多文化共生」に関する研修を実施します。 

（学校支援・人権・いじめ対策課） 
継続 Ｐ.3025 

関係団体な

どとの連携 
52 

PTAや子ども会（その連合組織を含む）に対して、市が実施する

多文化共生をテーマとする研修やイベントなどの開催につい

て、情報提供します。 

（生涯学習課） 

継続 --- 

 

 

（4） 労働の環境づくり 

 

【現状と課題】 

年齢別人口の状況によると日本人住民が 40歳～54歳が多いのに対し、外国人住民は20歳～34

歳までが全体の約 70%を占めています。生産年齢人口の比率も高いことから、外国人住民は地域経済

を支える担い手であると言えます。しかし、外国人住民の多くは派遣や業務請負会社の非正規労働者と

して、不安定な労働条件や厳しい環境の下で働いています。また、近年、国が進めてきた労働基準法に

基づき派遣労働者に対しても社会保障の義務付けが強化され徐々に加入者が増えてきたものの、各種

の社会保障サービスの理解が不十分で適切に利用できていない状況です。 

本市では、人権啓発企業連絡会と連携して、企業内の多文化共生意識が向上するよう人権啓発資料

「Be Happy」を企業人権啓発訪問時に配布しましたが、今後も引き続き啓発する必要があります。 
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【方向性】 

○ 外国人住民に対して、社会保険などの労働に関する制度について、多言語によるわかりやすい情報

提供を推進します。 

○ 外国人住民を雇用する企業に対して、適正な雇用および多文化共生に関する啓発を、国・県・関係団

体などと連携して推進します。 

○ 外国人住民が労働者の権利や保険制度などについて自らも学べる機会を増やすことを推進します。 

 

【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

労働に関する

情報の多言語

化と提供 

53 
職業訓練や就業に必要な情報提供を実施します。 

（地域経済振興課・人権政策課） 
新規 --- 

外国人住民の

孤立防止 
54 

人権啓発企業連絡会と連携して、企業内の多文化共生意識が

向上するよう働きかけます。 

（人権政策課） 

継続 Ｐ.3126 

企業に対する

啓発活動の推

進 

55 

国・県などと連携して、外国人労働者が働きやすい環境を整

え、多文化共生意識が向上するよう啓発します。 

（地域経済振興課） 

新規 --- 

 

 

（5） 社会保障の環境づくり 

 

【現状と課題】 

 言葉が通じないことを理由として支援が受けられない状況に陥るのを防ぐため、ひとり親家庭や障害

者などに関連する社会保障や医療・年金制度等の情報を多言語に翻訳し、提供したほか、社会福祉協議

会やNPO団体などとの連携により支援体制の充実を図りました。 

外国人住民へのアンケートによると、日常生活での困りごとや不満については、第 1位が言葉で

44%、病院・医療や災害・事故などの緊急時の対応、税金・年金・健康保険などが20%超となりました。

また、必要な情報については、税金・年金が 62%、医療・健康保険が 55%と回答しています。外国人住

民にとって、保健・福祉サービス、税金や年金については、制度が複雑なうえ、母国との制度の違いから

理解することが難しいという現状があります。そのため、健康保険や年金の滞納が生じる場合もあり、

経済的に大きな負担を抱えることが懸念されます。 

最近、世界的な規模で広がっている新型コロナウイルスの状況が社会的な弱者の生活を特に悪化さ

せています。外国人住民の中でもひとり親や高齢者、障害のある人などを、社会保険、障害者福祉、高齢

者福祉などのサービスにつなげる必要のある人が増えていますが、必ずしもうまくつながっているとは

言えない状況にあるため、より一層の連携が必要です。 
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【方向性】 

○ 各種社会保障制度やサービスに関する多言語による情報提供をさらに進め、相談体制を充実させま

す。 

○ 相談・支援における地域の関係機関との連携を推進します。 

 

【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

社会保障制

度に関する

情報の多言

語化と提供 

56 

ひとり親家庭に関する申請書や通知などを必要に応じて多言語

に翻訳します。 

（子育て支援課） 

継続 Ｐ.3131 

57 

障害者に関する申請書や通知などを必要に応じて多言語に翻

訳します。 

（障害福祉課） 

継続 Ｐ.3131 

58 

医療制度や年金、児童手当に関する申請書や通知などを必要に

応じて多言語に翻訳します。 

（保険年金課） 

継続 Ｐ.3131 

59 

保険料に関する申請書や通知などを必要に応じて多言語に翻

訳します。 

（保険料課） 

継続 Ｐ.3131 

60 

高齢者に関する申請書や通知などを必要に応じて多言語に翻

訳します。 

（介護福祉課・医療福祉推進課） 

新規 --- 

関係機関な

どとの連携 
61 

社会福祉協議会、NPO団体などと連携して、外国人住民の生活

実態（貧困家庭等）を把握し、支援体制の充実を図ります。 

（社会福祉課） 

継続 Ｐ3239 

 

 

（6） 医療の環境づくり 

 

【現状と課題】 

外国人住民がけがや病気をしたときに、言葉の違いなどにより、安心して受診や入院ができない状況

となる場合があります。また、医療通訳を配置している医療機関は限られています。このような中、休日

急病診療所や市立病院において多言語の問診票を活用したほか、市立病院においてはポルトガル語の

医療通訳者を2人配置するとともに、通訳者不在時も対応できるよう、翻訳機を導入しました。救急隊

においては、通報時や現場で使える多言語通訳サービスを導入し、多言語版の情報収集シートを利用し

ています。 
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一方、市民に対してがん検診などの健康診断を実施していますが、外国人住民が受診する人数は少な

く、予防医療の啓発が必要です。 

 

【方向性】 

○ 医療機関における多言語の情報提供や環境整備を推進します。 

 

【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

医療に関する

情報の多言語

化と提供 

62 

休日診療に関する申請書や通知などを必要に応じて多言語に

翻訳します。 

（健康推進課） 

継続 Ｐ.3127 

63 

市立病院の医療に関する申請書や通知などを必要に応じて多

言語に翻訳します。 

（医事課） 

継続 
Ｐ.3127 

P.3241 

64 
検診の受診を促すため、予防医療に関する情報を提供します。 

（健康推進課） 
継続 Ｐ.3127 

医療機関にお

ける多言語の

情報提供や環

境整備 

65 

市立病院での医療通訳員（ポルトガル語）を配置します。 

（医事課） 
継続 

Ｐ.3128 

 

救急医療にお

ける多言語対

応 

66 

「多言語版 救急時情報収集シート」と併せて多言語音声翻訳

アプリ「救急ボイストラ」を活用し、患者や家族などと救急隊員

の間で迅速に意思疎通を図れるようにします。 

（警防課） 

拡充 
Ｐ.3132 

Ｐ.3242 

67 
救急通報時に多言語で対応します。 

（通信指令課） 
拡充 Ｐ.3242 

関係団体など

との連携 
68 

彦根医師会などと連携して、多言語による問診票などの活用

を促すなど働きかけます。 

（健康推進課） 

継続 Ｐ.3127 

 

 

（7） 防災・減災の環境づくり 

 

【現状と課題】 

外国人住民の中には、地震や台風などの自然災害に対する知識や経験が少ないため、防災に対する

意識が低く、緊急時への備えが十分ではない人もいます。また、自治会や近隣住民とのつながりが少な
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いため、地域で行われている防災訓練などには、参加しにくい現状があります。さらに、災害時におい

て、外国人住民は日本人住民に比べ、情報が十分に伝わらない状況にあります。 

そこで、本市では、ポルトガル語、英語、中国語、韓国語で防災マニュアルを作成したほか、「やさしい

日本語」を活用し、誰もがわかりやすいように工夫しています。また、避難誘導看板は英語とピクトグラ

ムを採用し多言語化を図っています。しかし、アンケート結果からもわかるように、外国人住民、日本人

住民双方が日本語が通じないことに不安を感じています。 

そのため、避難所生活においても、言葉、宗教、文化的背景の違いにより、様々な困難に直面すること

が予想されます。そのような外国人住民を支援する「共助」の視点から、災害時に外国人住民自身も被災

者を支援する側として活動できるよう、防災訓練に参加しています。避難所においては「やさしい日本

語」の活用を啓発する必要があります。 

 

【方向性】 

○ 関係機関、市民団体などとのネットワークを構築し、災害時の外国人被災者への支援体制を充実さ

せます。 

○ 外国人住民が、災害時に適切な避難などができるように、多言語による情報提供を推進します。 

○ 被災者を支援する担い手となるよう、外国人住民を含めて災害に対する知識を持つ人材の育成を

推進します。 

○ 災害への不安を解消するため、平時から多言語により防災情報を提供します。 

 

【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

防災に関す

る情報の多

言語化と提

供 

69 

「彦根市民防災マニュアル」および各種「ハザードマップ」を多言

語に翻訳します。 

（危機管理課） 

継続 Ｐ.3129 

70 
「やさしい日本語」を使った避難マニュアルを作成します。 

（危機管理課） 
継続 Ｐ.3133 

71 

多言語リソースを活用するなどして、避難所にある表示などを

多言語に翻訳します。 

（危機管理課） 

継続 Ｐ.3234 

72 
日本人住民と同じように防災情報を多元化して配信します。 

（危機管理課・人権政策課） 
新規 --- 

災害時の外

国人被災者

への支援体

制の充実 

73 

現在の連携状況を整理し、必要に応じて新たな連携を検討する

など、災害時の外国人対応について検討します。 

（危機管理課・人権政策課） 
新規 --- 

     



48 

 

救急医療に

おける多言

語対応 

74 
「外国人住民向け防災講習会」を実施します。 

（危機管理課・人権政策課） 
継続 --- 

75 
災害に関する基本的な知識を得られるよう情報提供します。 

（危機管理課・人権政策課） 
新規 --- 

 

 

 

3 多文化共生の地域づくり                                         

 

（1） 地域社会に対する意識啓発 

 

【現状と課題】 

本市では、まちづくり懇談会のテーマに多文化共生を採用することで、地域社会において意識啓発を

図ったほか、市職員の人権研修では外国人の人権をテーマとしました。また、多文化共生フォーラムを開

催し、2016年度(平成28年度)は外国人の人権にかかる講演会、2017年度(平成29年度)は災害

をテーマに外国人住民のための避難所運営・情報伝達のあり方を考えました。また、外国人住民と日本

人住民の交流の場として国際交流サロンを設置しています。 

外国人住民が増えることに対し、プラスのイメージを持っている人が多いことが日本人住民のアンケ

ートからわかった一方、実際にトラブルとなったことがある人は少ないものの、トラブルが増えることを

危惧するなどマイナスのイメージを持っている方も30.9%おられました。 

外国人住民は、言葉や文化的背景、習慣などの違いやコミュニケーション不足などから、誤解や意見の

相違によるトラブルや偏見が生じることがありますが、外国人住民は「差別や偏見をなくしてほしい」と

考えていることもアンケート結果からわかります。 

2016年(平成28年)にヘイトスピーチ解消法が施行され、地方自治体にも努力義務が課されまし

た。外国人住民と日本人住民とが同じ社会の一員として、共に理解し、尊重し合うという気持ちを持つこ

とが、お互いの人権尊重の視点から必要不可欠です。 

 

【方向性】 

○ すべての人の人権が尊重される豊かな多文化共生社会を目指し、市民一人ひとりが人権意識を高

められるよう啓発を推進します。 

○ 地域に住む日本人住民と外国人住民が、お互いに気軽に交流できる場づくりを推進します。 

○ 海外との交流などを通じて、外国の文化や言語にふれる機会を増やし、多文化共生を推進する人材

を育成します。 
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【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

多文化共生

に関する啓

発活動の推

進 

76 

「人権のまちづくり懇談会」などにおいて、多文化共生をテーマ

にした講演や研修を実施します。 

（人権政策課・自治会） 

継続 
Ｐ.3343

Ｐ.3352 

7７ 
市職員に対する多文化共生に関する研修を実施します。 

（人事課、人権政策課） 
拡充 Ｐ.3343 

７８ 

市民の国際感覚を磨くとともに、外国人に対する差別や偏見を

なくすため、研修を実施します。 

（人権政策課） 

新規 --- 

7９ 

ヘイトスピーチなどの人権侵害にあった外国人が相談しやすい

窓口を作ります。 

（人権政策課） 

新規 --- 

80 

多文化共生サポーターを広く市民や市民団体から募集し、サポ

ーターの連携によって、諸分野の活動を推進します。 

（人権政策課、市民、市民団体） 

継続 Ｐ.3350 

日本人住民

と外国人住

民の交流の

場づくり 

81 

外国人住民と日本人住民との相互理解のための取組を実践し

ます。 

（人権政策課） 
新規 --- 

外国の文化

や習慣に触

れる機会の

提供 

82 

国際交流、多文化共生を推進するため、JETプログラムを活用

し、国際交流員を招致します。 

   （人権政策課、シティプロモーション推進課） 

継続 Ｐ.3344 

83 

ホームステイバンクを設置して、国際交流事業の円滑な実施と

充実を図ります。  

           （シティプロモーション推進課） 

継続 Ｐ.3453 

84 

国際交流事業（姉妹都市・友好都市交流など）を実施します。 

（シティプロモーション推進課） 

（学校支援・人権・いじめ対策課） 

拡充 Ｐ.3345 

 

 

（2） 外国人住民の社会参画と共助 

 

【現状と課題】 

自治会と日本人住民に行ったアンケートによると、外国人住民との付き合いについて、親しく付き合

っているが 12.6%、あいさつ程度のつきあいがあるが 21.1%と何らかの関わりがある人が 33%程
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度にとどまった一方、関わりを持ちたいかの問いに対しては何らかの関わりを持ちたいと考えている

人が約６０％に上ることがわかりました。しかし、一方で近くの日本人とはあいさつをするくらいと答え

た外国人住民が 50%であり、普段は母国の人と交流すると答えたのは 66%であることから、日常的

に日本人と関わりを持つ人は少ないことがわかります。 

外国人住民は地域とのつながりや関係が薄く、孤立しやすい状況にあります。また、本市では地域で

暮らす外国人住民が困らないよう、自治会の回覧板等の翻訳をしていますが、地域で役に立ちたいと思

う外国人住民が、地域の中で個性、経験、能力などを発揮する機会が少ないのが現状です。 

行政や自治会などが連携しながら、外国人住民が地域の一員として暮らしやすいように情報を伝え、

地域でもお互いに支えあえる関係づくりにつなげていく必要があります。このためには、外国人住民が

積極的に地域活動に参画する意識が求められます。 

 

【方向性】 

○ 自治会やボランティア団体などの活動に参加する外国人住民が少ないため、参加しやすい環境づく

りを推進します。 

○ 外国人住民に対して、地域活動やイベントの情報などが手に入れやすいように、誰にでも分かりや

すい情報提供を推進します。 

 

【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

自治会や地域

の活動に参加

しやすい環境

づくり 

85 

自治会や地域活動に関する情報を必要に応じて多言語に翻訳

します。 

（まちづくり推進室） 

継続 Ｐ.3349 

86 

公民館の活用方法について、外国人住民も分かりやすいよう

に努めます。 

（生涯学習課） 

継続 Ｐ.3346 

87 

市が管理する施設の活用方法について、外国人住民も分かり

やすいように動画も使用するなどして周知します。 

（人権政策課） 

拡充 Ｐ.3455 

88 

多文化共生に関する先進的な自治会活動の事例を紹介し、各

団体間の情報交換を推進します。 

（まちづくり推進室） 

継続 --- 

外国人住民キ

ーパーソンの

把握・養成 

89 

多文化共生サポーターに外国人住民も参画してもらうことに

よって、外国人住民キーパーソンとなり得る人を発掘します。 

（人権政策課） 

継続 Ｐ.3350 
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（3） 多様性を活かした地域づくり 

 

【現状と課題】 

本市には、様々な国や地域からの外国人住民のほか、滋賀大学・滋賀県立大学・聖泉大学・ミシガン州

立大学連合日本センターなどがあり、留学生も多く在学しています。すでに、地域経済の担い手としても

欠かせない存在となっていますが、彼らの能力や多様性を地域づくりに十分に活かされているとはい

えない現状があります。また、外国人旅行者も増えてきています。 

そのため、多様性に対する理解を、家庭、学校、職場などで進めることや、様々な文化にふれる機会を

増やすことが必要です。お互いの文化的背景などを尊重しながら、共に生活をしていく社会を目指す必

要があります。 

 

【方向性】 

○ ボランティア活動に取り組む外国人住民やグループ、地域で活躍する外国人住民の情報提供を推進

します。 

○ 外国人住民の多様性を生かして、語学力や知識、技術、国際感覚、創造力などが、地域の活性化やグ

ローバル化などに貢献できる環境づくりを推進します。 

○ 産学官が連携し、留学生などのグローバル人材の育成・活用を推進します。 

○ 観光客にもやさしいまちづくりを推進するため、国内外の外国人に対して、「観光都市 彦根」の魅力

を発信します。 

○ 多文化共生のための拠点づくりを促進し、関係機関などと連携しながら、市民への啓発活動を行い

ます。 

○ 多様な文化にふれる機会として、姉妹都市・友好都市との交流のほか、様々な人や国と交流し、多様

性の理解を深めていくことを推進します。 

 

【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

外国人住民の

多様性を生か

した地域の活

性化の環境づ

くり 

90 

外国人住民が関わる活動やイベントに関する情報を多様なメ

ディアを通じて発信します。 

（人権政策課、市民、市民団体） 

継続 Ｐ.2913 

91 

住民に対して、市民活動等の活動に関する情報を提供します。 

 

（人権政策課、市民、市民団体） 

継続 Ｐ.3347 

92 

外国人住民に対して、創業・起業の相談に関係機関と連携して

対応します。 

 

（地域経済振興課） 

拡充 --- 
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産学官が連携

し、留学生な

どのグローバ

ル人材の育成 

93 
関係各所と協力し、留学生の就職を支援します。 

（地域経済振興課） 
拡充 --- 

「彦根」の魅力

や観光情報の

発信 

94 

観光に関する案内やチラシ・パンフレットなどの情報を多言語

に翻訳します。 

（観光企画課） 

継続 Ｐ.3348 

95 

外国人住民や観光客に対して、彦根の魅力や観光に関する情

報などを関連団体と連携の上、多様なメディアを通じて発信

します。 

（観光企画課） 

拡充 Ｐ.3351 
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第５章 多文化共生施策の推進                               

 

1 それぞれの役割 

 

（1） 市民 

 

○ 日本人住民と外国人住民は、共に地域で暮らす市民として、お互いの違いを理解・尊重するとともに、

交流を深め、多文化共生のまちづくりを推進することが求められます。 

 

（2） 自治会等 

 

○ 自治会・町内会は、市民にとって最も身近で、まちづくりにおける基礎的な組織です。外国には自治

会などの組織がない国もあるので、自治会などの役割について十分な理解を得る取組が求められ

ます。 

 

（3） 市民団体 

 

○ 多文化共生の取組は、市民活動団体の活発な活動によって支えられています。各団体が持つノウハ

ウや情報、ネットワークなど、各団体の特色を生かし、外国人住民のニーズを的確に把握しながら活

動していくことが求められます。 

○ 外国人住民が、日本人住民とともに市民活動の中心となったり、外国人住民同士のネットワークを

広げたりすることも期待されます。 

 

（4） 企業 

 

○ 外国人労働者を直接・間接に雇用している企業は、外国人労働者に対しても労働に関する規則や制

度などを守り、外国人労働者が安全に働ける環境づくりが求められます。 

○ 企業の社会的責任として、行政や各団体と連携・協働し、多文化共生を進める取組が求められます。 

 

（5） 子育て・教育機関 

 

○ 子育て・教育機関には、子どもの多様な文化への興味や理解を育む機会を増やすことが求められま

す。 

○ 小中学校などは、外国人の子どもが日本語能力を習得するための指導や支援を行うとともに、不就

学者ゼロを目指した支援、将来の夢の実現に向けた進路指導など求められます。 

○ 子育て・教育機関の職員などには、多文化共生の意識を高め、地域と連携していくことが求められま 

す。 

○ 大学には、留学生による地域の多文化共生推進の取組や、多様性を活かした人材育成が求められま
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す。 

 

（6） 市 

 

○ 市は、多言語による情報提供や相談などによって、外国人住民の生活などに必要な行政サービスの

向上を図ります。 

○ 市は、職員の多文化共生の意識を高めるための研修を充実させ、人材育成を推進します。 

○ 国・県との役割分担を明確にしながら、各機関・団体と協力・連携し、多文化共生の啓発活動やまちづ

くりを推進します。 

 

2 推進体制等 

 

（1） 活動の促進 

多文化共生社会の実現には、それぞれの立場で活動していく必要があり、各関係機関との連携・協

働による活動を促進します。 

 

（2） プランの進行管理 

彦根市多文化共生推進プランの進捗状況については、有識者、外国人住民、日本人住民などで構成

する「彦根市多文化共生推進委員会」を設置し、関係機関から意見を聴取する機会を設け、プランの

進捗管理・点検・評価を行います。 

 

（3） 関係部局と横断的な連携 

市では、多文化共生のための施策を計画的かつ総合的に推進するため、「彦根市庁内多文化共生会

議」において、多文化共生の担当部局が関係部局と横断的な連携を行いながら、施策を推進します。 

 

（4） 広域的な連携 

市では、「湖東定住自立圏」の人材育成部会において引き続き共通の課題などについて議論を深め、

地域の多文化共生を促進します。 

 

 

【取組】 

取組 No. 
内容 

（主な関係課・関係機関） 

実施 

状況 

成果掲載 

ページ・項目 

プランの進行

管理 
96 

有識者、外国人住民、日本人住民などで構成する「彦根市多

文化共生推進委員会」を設置し、意見を聴取する機会を設

け、報告・点検・評価を行います。 

 

（市民、市民団体、人権政策課） 

継続 Ｐ.3458 
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関係部局と横

断的な連携 
97 

多文化共生のための施策を計画的かつ総合的に推進するた

め、彦根市庁内多文化共生推進会議を開催し、多文化共生の

担当部局が関係部局と横断的な連携を行いながら、施策を

推進します。 

（人権政策課） 

継続 Ｐ.3456 

広域的な連携 98 

「湖東定住自立圏」の人材育成部会において、引き続き共通

の課題などについて議論を深め、地域の多文化共生を促進

します。 

（人権政策課） 

継続 Ｐ.3457 

 

 

 


